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新川防災公園・
多機能複合施設（仮称）
新川防災公園・
多機能複合施設（仮称）

整 備 事 業

平成28年度竣工予定
平成25年10月に着手した新施設の建設工事は、着々と進んでいます。今号では、

総合スポーツセンター内のサブアリーナと武道場の工事進行状況を紹介します。

都市再生推進本部事務局、新川防災公園・多機能複合施設（仮称）開設準備室☎内線2054

事業概要 市民のみなさんの安全安心と市民サービスの向上を図るため、市役所東側の東京多摩青果㈱三鷹市場跡地（新川6丁目）
を中心とした約2.0haに、防災公園（災害時には一時避難場所として機能）とその下部には総合スポーツセンターを、そして防災セ
ンターと老朽化し耐震性に課題のある公共施設などを集約した多機能複合施設を一体的に整備します。また、防災機能の向上のた
め、敷地北側の市道を拡幅し、周辺道路の無電柱化を実施します。竣工（しゅんこう）は平成28年度末を予定しています。
なお、独立行政法人都市再生機構（UR都市機構）の防災公園街区整備事業として国庫補助金を活用するなど、財政負担の軽減を

図りながら事業を推進していきます。
※総合スポーツセンターの範囲を示す点線はおおよそのもので
す。また、新施設の名称は全て仮称です。

サブアリーナと武道場は、前号（「広報みたか」1月17日発行号）で紹介したメインアリーナと同様に、敷地中央にある広場の西側、地下2階に整備します。
工事は、床張りまで完了しており（工事現場写真①②）、今後、内装の仕上げ工事などを進めていきます（完成イメージ）。
そのほかの施設も完成に向けて、徹底した安全管理のもと計画的に工事を進めていきます。
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◆工事現場① 武道場

◆工事現場② サブアリーナ

◆武道場の完成イメージ

◆サブアリーナの完成イメージ

サブアリーナ概要
【面積】約903㎡（高さ約7ｍ）
【主な用途】
バスケットボール(1面)、バレーボー
ル(1面)、バドミントン(3面) など

武道場概要
【面積】約1,074㎡（高さ約4.5ｍ）
【主な用途】
剣道、柔道、なぎなた など

地下2階平面図
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◆申告書の作成に当たっては
◇国税庁ホームページで確定申告書などを作成

できます 
同庁ホームページ http://www.nta.go.jp/

の「確定申告書等作成コーナー」で、所得税など
の申告書を作成し、印刷して税務署に提出もで
きます。
◇武蔵野税務署で申告書作成会場を開設します 
2月10日㈬～3月15日㈫の平日午前9時～午

後5時(8時30分から受付)
※2月21・28日の日曜日は、確定申告書の作成
アドバイスと受け付けを行います（電話によ
る相談、国税の領収および納税証明書の発行
は行いません）。
同署（武蔵野市吉祥寺本町3-27-1）

※駐車場は利用できないため、自家用車での来
署はご遠慮ください。

◆国税の納付には簡単・便利な電子納税または
振替納税をご利用ください
電子納税や振替納税を利用するには、事前の

手続きが必要です。くわしくは同庁ホームペー
ジをご覧ください。

税の種類によって、提出期間や納付の期
限が異なります。特に3月は受付窓口が大
変混雑するため、早めにご提出ください。

税の種類 提出期間 納付期限
所得税・

復興特別所得税
2月16日㈫
～3月15日㈫

3月15日㈫
贈与税 3月15日㈫

まで
個人事業者の
消費税・
地方消費税

3月31日㈭
まで 3月31日㈭

確定申告は
お早めに！

武蔵野税務署☎53-1311
自宅から三鷹駅まで通勤・通学する市民と、三鷹駅から

杏林大学井の頭キャンパス（4月開設予定：下連雀5丁目）
まで通学する学生の間で、同じ自転車・駐輪場を共同利用
（シェア）する「サイクルシェア」の社会実験を、4月から開
始します。
サイクルシェアにより駅周辺駐輪場を効率的に活用す

ることで、放置自転車の減少や環境負荷の軽減、まちの活
性化などが期待されます。今回の実験では、サイクルシェ
アの本格実施に向け、参加者へのアンケートなどによる検
証を行います。ぜひご協力ください。

「サイクルシェア」社会実験の
参加者を募集しています

道路交通課☎内線2883
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イメージ

◇開始日 4月1日㈮から
◇駐輪場 さくら通り第2駐輪場（右図）
通勤・通学に三鷹駅を利用する市民で、原則として午

前8時30分までに駐輪し、午後6時以降に駐輪場から出車
できる方80人
※自転車台数120台（市が新規に用意したもの）。
利用料月額1,000円（予定）
2月17日㈬(消印有効)までに申込書(市ホームページ・

同課〈市役所5階51番窓口〉で入手可)を直接または郵送、
ファクス、電子メールで「〒181-8555道路交通課」・
48-0975・ doro@city.mitaka.tokyo.jpへ(申込多数の
場合は選考)
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